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南区ブランド「M&GREENs」のロゴマークを募集します 
 

堺市南区では、堺市南区政策会議（※）の議論をふまえ、南区の魅力である「みどりとともにかなえる豊かなくらし」

を南区ブランド「M&GREENs」（エム・アンド・グリーンズ）と表現し、南区ブランドの確立による都市魅力の向上をめざ

し商標登録を行いました。今後、南区ブランドの一層の浸透のため、幅広い世代に親しまれる「M&GREENs」のロゴマ

ークを募集します。 

採用作品は、「M&GREENs」のロゴマークとして、民間企業等とも連携しながら、南区ブランドの確立に向けたさまざ

まな取組の PR（チラシ・ポスターへの掲載やウェブでの発信）や関連グッズなどに広く使用させていただきます。 

（※）区民や有識者等で構成され、特色ある南区行政の実現に資することを目的とした懇話会 

 

1 「M&GREENs」について 

「M&GREENs」は、「みどりとともにかなえる豊かなくらし」を表現しており、「M」は南（Minami）区での魅力

（Miryoku）のある未来（Mirai）を表し、「&GREENs」はあふれる緑や緑空間（GREENs）のなかでのさまざ

まな豊かなライフスタイル（安全・安心・健康・癒し・自然・環境など）を表しています。 

ホームページ：https://www.city.sakai.lg.jp/minami/shokaimiryoku/m-greens/index.html 

 

2 募集期間 

令和 6 年 1 月 12 日（金）～令和 6 年 3 月 3 日（日）  締切（必着） 

 

3 応募資格 

個人・法人・団体、あるいは居住地・所在地などの要件は問いません。 

1 人（1 団体）につき何点でも応募可能 

※未成年の方が応募する場合には、保護者の方の同意が必要 

 

4 応募方法 

堺市電子申請システムか南区役所 区政企画室へメールで応募してください。 

応募作品は、Adobe Illustrator®を使用して作成し、応募する際のファイル形式は PDF、

JPEG、PNG のいずれか（10MB 以内）とします。 

（1）堺市電子申請システム：  

https://lgpos.task-asp.net/cu/271403/ea/residents/procedures/apply/d799a3fe-0cab-488a-853a-f91892cea733/start 

（2）メール： 

minamikiso@city.sakai.lg.jp 

https://www.city.sakai.lg.jp/minami/shokaimiryoku/m-greens/index.html
https://lgpos.task-asp.net/cu/271403/ea/residents/procedures/apply/d799a3fe-0cab-488a-853a-f91892cea733/start
mailto:minamikiso@city.sakai.lg.jp


 

 

詳細は、以下の南区ホームページよりご確認ください。 

https://www.city.sakai.lg.jp/minami/shokaimiryoku/m-greens/logo.html 

  

5 選考方法 

（1）一次審査：南区役所職員により、二次選考の候補作品を 10 点程度選考 

（2）二次審査：一次選考で選出された作品を対象に、堺市南区政策会議の構成員において審査を行い、ロ

ゴマーク 1 点を決定 

 

6 結果発表 

令和 6 年 4 月頃に採用作品や作者の氏名等を南区ホームページ等で発表します。 

 

7 賞金等 

採用作品の作者には賞金 5 万円と南区の特産品である上神谷米（にわだにまい）５㎏を贈呈します。 

※未成年の方は保護者同意のもと授与 

 

8 今後のスケジュール 

令和 6 年 1 月 12 日（金）～3 月 3 日（日）：南区ブランド「M&GREENs」のロゴマークを募集 

令和 6 年 3 月                         ：一次選考及び二次選考、ロゴマークの決定 

令和 6 年 4 月                     ：選考結果の発表 

 

9 その他 

ロゴマークの募集に関して取得した個人情報は、本目的以外には使用しません。 

応募作品は、自作、未発表のもので、第三者の著作権（著作権法第 27 条から第 28 条に規定する権利を含

む。以下同じ。）や商標権、その他法律上保護される一切の権利を侵害しないものとします。 

採用作品に関する著作権や商標権、その他一切の権利は、堺市に無償で譲渡し堺市に帰属することとし、堺市

及び堺市が指定する第三者に対して著作者人格権を行使しないものとします。 

 

問
い
合
わ
せ
先 

担 当 課：南区役所 区政企画室 

電 話：072-290-1805 

フ ァ ッ ク ス：072-290-1814 

 

https://www.city.sakai.lg.jp/minami/shokaimiryoku/m-greens/logo.html

